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ID: 270   
担当部署: ふるさと整備課  

処分の概要 道路予定区域における占用許可、占用の変更許可（第32条第1項及び第3項の準用） 

法 令 名 

根 拠 条 項 
道路法 第91条第2項 

法 令 番 号 昭和27年法律第180号 
【基準】 

 準用する法第32条第1項及び第3項と同様に法第32条第1項及び第2項並びに第33条の規定による。 
 (道路の占用の許可) 
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする

場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 
(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 
(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 
(3) 鉄道、軌道その他これらに類する施設 
(4) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 
(5) 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 
(6) 露店、商品置場その他これらに類する施設 
(7) 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令

で定めるもの 
2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければ

ならない。 
(1) 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをい

う。以下同じ。)の目的 
(2) 道路の占用の期間 
(3) 道路の占用の場所 
(4) 工作物、物件又は施設の構造 
(5) 工事実施の方法 
(6) 工事の時期 
(7) 道路の復旧方法 
 
 (道路の占用の許可基準) 
第33条 道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号の一に該当するものであつて道路の敷地外に余地がない

ためにやむを得ないものであり、且つ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める

基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動

車国道又は自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に

供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の

区域内の土地をいう。以下この項において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する

施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められ、かつ、

前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同条第1項又は第3項
の許可を与えることができる。 

 

標準処理期間 15日 
備考  
 

設 定 年 月 日 平成 22 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
 


